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グローバルな投資環境の整備のあり方に関する意見 

―わが国海外投資の法的基盤の整備等に向けて― 

 

 

はじめに 

企業活動のグローバル化が進展するに伴い、わが国経済にとって、国境を越

える投資の重要性が高まっている。わが国の対外直接投資は、2006 年には約

53.5 兆円と残高（年末）ベースで過去最高を更新し 1、所得収支が貿易収支を

上回った 2。また、日系現地法人数（全世界）も、1996 年の 18,223 社から 2006

年には 21,226 社へと拡大した 3。 

このような中、グローバルにビジネスを展開するわが国企業にとって、関税

等の貿易障壁の削減・撤廃にとどまらず、投資に係わる外資規制や投資先にお

けるビジネス上の規制・手続き等、国境を越える投資活動に関する障壁の削減・

撤廃がますます重要になっている。 

日本経団連では、かねて、国際的な投資ルールの構築、二国間・地域間の経

済連携協定（ＥＰＡ）、投資協定の締結などにより、国境を越える投資の一層

の自由化・円滑化を強く求めてきた 4。 

2007 年 10 月には、わが国におけるグローバルな対外経済戦略の総合的な指

針として、提言「対外経済戦略の構築と推進を求める」をとりまとめ、東アジ

ア（経済）共同体の構築に向けた検討とならんで、グローバルなビジネス環境

                         
1 日本銀行「国際収支統計」 
2 2006 年のわが国の所得収支は約 13.7 兆円、貿易収支は約 9.5 兆円（日本銀行「国際収

支統計」）。 
3 東洋経済新報社「海外進出企業総覧」2007、1997 
4 提言「国際投資ルールの構築と国内投資環境の整備を求める」（2002 年 7 月 16 日）に

おいて、グローバルな投資環境のマルチラテラル（ＷＴＯ）、プルリラテラル（ＯＥＣＤ

等）、リージョナル（ＡＳＥＡＮ＋３等）、バイラテラル（中国、韓国、ＡＳＥＡＮ、Ｎ

ＡＦＴＡ諸国等）、ＥＰＡにおける投資章等、多面的なチャネルの戦略的活用を提言、様々

なツールの活用を求めた。そのほか、ＥＰＡにおける投資章に関して、「経済連携協定の

『拡大』と『深化』を求める」(2006 年 10 月 17 日)等の提言において、投資許可段階での

内国民待遇・最恵国待遇の原則付与や現地人の雇用義務をはじめとするパフォーマンス要

求の原則禁止など、高いレベルの投資ルールの整備を求めている。 
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の整備の一環として、相手国・地域との関係に応じて、ＥＰＡのみならず、投

資協定、租税条約、社会保障協定等の分野別協定の締結を推進すべき旨、指摘

した。 

本提言は、そのフォローアップの一環として、わが国海外投資の法的基盤の

整備等の具体的な進め方について改めてわれわれの考え方を提示するものであ

る。 
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Ⅰ．現状と課題 

１．わが国企業が直面している課題 

わが国企業は、国境を越える投資にあたり様々な課題に直面している 5。例

えば、投資に際しては、金融・証券業、小売業・卸売業や物流サービスの参入

にかかる外国資本の出資制限ないし現地企業との合弁要求などの問題があり、

また、投資後においても、外資に対する事業内容の制限、自由かつ円滑な送金

の制約、許認可など行政手続の恣意的運用や遅延、法令・政策の恣意的あるい

は突然の改廃などの問題が数多く指摘されている。さらに、模倣品・海賊版な

ど知的財産権の侵害、二重課税の発生、社会保険料の二重負担、査証発給手続

きの遅れ、その国固有の基準・規格の設定などの問題がある。 

 

２．わが国政府の投資に関する協定への取組みの現状 

以上のような問題を解決するため、わが国政府は、諸外国における外資参入

の自由化、投資活動の円滑化ならびに投資財産の保護など、海外投資の法的基

盤の整備に向けて、ＷＴＯ(世界貿易機関)等における多国間の投資ルールの整

備、地域間・二国間投資協定あるいは投資章を含むＥＰＡなどの締結に取り組

んできた。 

その結果、わが国は、現在、投資の保護を主な目的とする二国間投資協定を

9 カ国と締結している 6。このような協定においては、通商航海条約等において

規定される締約国の投資家に対する概括的な保護に加え、収用・国有化に関し

て投資受入国が負う義務や補償の原則および投資家対国家の仲裁条項を含む協

定が多い。企業にとっては、主に、締約国による恣意的な収用等の抑止、損害

の補償などが期待できる点に意義がある。近年は、このような投資保護を主な

                         
5 具体的課題については、提言「対外経済戦略の構築と推進を求める」（2007 年 10 月 16

日）補論を参照。 
6 投資保護を主な目的とする投資協定は、投資後の内国民・最恵国待遇、収用の際の補償、

送金の自由、投資仲裁への付託合意条項（中国は収用の補償額をめぐる紛争に限定）等を

含む。わが国は、エジプト、スリランカ、中国、トルコ、香港、パキスタン、バングラデ

シュ、ロシア、モンゴルと締結済み。 
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目的とする協定のほか、外資参入の自由化を盛り込んだ投資協定ならびに投資

章を含むＥＰＡの締結により、投資の自由化および円滑化を確保しており、現

在、12 カ国との間で、このような協定を締結している 7。 

以上のほか、日中韓の投資協定、サウジアラビア、ウズベキスタンとの二国

間投資協定、インド、豪州、スイスとの投資章を含むＥＰＡを交渉中である。 

一方、多国間の投資ルールの整備については、2004 年 8 月のＷＴＯ枠組合意

において投資をドーハ・ラウンドの交渉対象とすることが断念されて以来、新

たな取組みはなされていない 8。 

 

３．法的基盤の整備に向けたわが国の課題 

前述の通り、わが国は、二国間投資協定、投資章を含むＥＰＡの締結を進め

ているが、これまで締結された協定は 21 にとどまっており、欧米諸国等に比べ

大きく遅れをとっている 9。世界全体を見ても、2006 年末には 2,573 もの投資

協定が締結されている 10。 

投資保護を主な目的とする協定や友好通商条約すら締結していない投資先が

多く残されており、グローバルにわが国の投資が拡大する中、速やかな対応が

必要である。 

わが国企業の生産・流通等のネットワーク化が進展する東アジア地域におい

ては、二国間のＥＰＡの締結によって、わが国からの投資に対する法的な保護、

自由化が図られつつあるが、自由化のレベルは現状維持に留まるものが多い。 

                         
7 近年の二国間投資協定は、外資参入規制への規律（投資許可段階の内国民待遇および最

恵国待遇、パフォーマンス要求の禁止）、投資活動の円滑化（法令の公表等の透明性等）

に関する規定を含む。わが国はこのような二国間投資協定を、韓国、ベトナムと締結済み

（未発効：カンボジア、ラオス)。投資章を含むＥＰＡについては、シンガポール、メキ

シコ、マレーシア、チリ、タイと締結済み（未発効：フィリピン、ブルネイ、インドネシ

ア）。 
8 2004 年 8 月 1 日の枠組合意において、今次ラウンド中は、ＷＴＯの中で「交渉に向けた

作業」を行わないこととされた。 
9 投資関連規定を主な内容とする協定の数は、ドイツ 135、中国 120、英国 102、フランス

98、韓国 85、米国 49。韓国は 2006 年のみで 8 の投資協定を締結。出典は次項の注を参照。 
10 World Investment Report 2007, Recent developments in International Investment 
Agreements, IIA MONITOR No. 3 (2007), UNCTAD 
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また、多国間の法的な基盤の整備はあまり進んでいない。2008 年 4 月 14 日

に署名が完了した日ＡＳＥＡＮ包括的経済連携（ＡＪＣＥＰ）協定においても、

既存の二国間ＥＰＡを超える約束はなく、将来的な日ＡＳＥＡＮ地域レベルの

自由化に向けた基盤の構築と今後の投資の保護・自由化交渉を約束するに留ま

り、将来の課題となっている 11。日中韓の投資協定も未だ妥結に至っておらず、

交渉の促進が求められる。 

さらに、投資協定あるいは投資章を含むＥＰＡにより、投資に関する法的な

保護・自由化が実現した国であっても、最近締結されたＥＰＡにおいては、投

資仲裁条項が盛り込まれない、あるいは、投資の範囲に制限がある、パフォー

マンス要求禁止がＴＲＩＭｓ（ＷＴＯ貿易に関連する投資措置に関する協定）

の範囲に留まるなど、相手国によっては、日韓・日越投資協定と比較し、投資

の保護・自由化の水準が必ずしも十分でないものがある。海外投資の拡大を背

景に、投資の自由化・円滑化に向けた要望はむしろ強まっており、内容面の充

実が必要である 12。 

なお、わが国企業が海外投資にあたり直面している課題は多岐にわたるため、

投資協定あるいは投資章を含むＥＰＡの締結のみをもって全ての問題が解決す

る訳ではない。したがって、投資に関する法的基盤の整備の一環として、租税

条約、社会保障協定の締結も併せて進める必要がある。 

 

                         
11 ＡＳＥＡＮ地域においては、域内を競争力ある自由な投資地域にすることを目的に、「Ａ

ＳＥＡＮ投資地域枠組み協定」（1998 年 10 月署名）に基づき、域内における投資の障害

となる規則・条件の軽減等に向けた取組みが進められている。域外全投資家に対する内国

民待遇適用の実施目標年は、原加盟国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガ

ポール、タイ）が 2010 年、新規加盟国（ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カ

ンボジア）が 2015 年とされている。 
12 具体的要望内容については、2007 年 10 月提言「対外経済戦略の構築と推進を求める」

補論を参照。 
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Ⅱ．グローバルな投資環境の整備に向けて 

上記の課題に対して、政府は、以下の考え方に基づいて取り組むべきである。 

まず、投資に関する法的基盤を整備するうえで、多国間の投資ルールの整備

に関する取組みを継続、強化すべきである。特に、整備された紛争解決手続き

を備えるＷＴＯは、グローバルな規模で自由かつ円滑な経済活動を支える制度

的基盤として機能している。また、ＷＴＯにおける規律の対象は、物品貿易に

とどまらず、貿易に関連する投資措置や、相手国に設置した拠点を通じて行う

サービス提供を含む点で投資と密接に関係するサービス貿易にも及んでおり、

わが国企業から指摘の多い知的財産権の保護等も含まれている。したがって、

わが国としては、次期ラウンドにおいて投資を交渉対象とするよう引き続き働

きかけるべきである。そのためにも、ＷＴＯドーハ・ラウンドの一刻も早い妥

結が求められる。 

以上を念頭に、当面、次の点を推進すべきである。第一に、特にわが国にと

って重要な相手国・地域との間で、わが国からの投資に対する質の高い法的基

盤を整備すべく取組みを加速する必要がある。具体的には、投資の保護、自由

化を推進するため、①現在交渉中のＥＰＡまたは投資協定の早期妥結と発効に

全力を尽くすことが最重要かつ喫緊の課題である。また、②わが国からの投資

に対し未だ法的な基盤（投資章を含むＥＰＡまたは投資協定）が提供されてい

ない重要な国・地域との間で早急に交渉を開始すべきである。さらに、③既存

の協定についても、投資の保護・自由化の水準を引上げるべく継続的に見直し

を行うべきである。 

併せて、投資協定やＥＰＡとならぶ法的な基盤として、従来、投資協定やＥ

ＰＡではカバーされていない、二重課税や社会保険料の二重負担を防止するた

め、租税条約および社会保障協定の締結を進める必要がある 13。 

第二に、わが国企業がグローバルな規模で投資を円滑に進めていくうえで直

                         
13 提言「社会保障協定の一層の締結促進を求める（2006 年 10 月 17 日）および「今後の

わが国税制のあり方と平成 20 年度税制改正に関する提言」(2007 年 9 月 18 日)を参照 
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面する課題を効率的かつ継続的に解決していくため、諸外国におけるビジネス

環境の整備を目的に当該国との間で官民の協議・対話の枠組を構築・強化すべ

きである。 

以上のそれぞれについて、具体的な国を例示するとすれば、以下のとおりで

ある。 

 

１．投資に関する質の高い法的基盤の早急な整備 

(1) 投資の保護・自由化の推進 

① 交渉中の協定の早期妥結 

〔日中韓投資協定、日豪ＥＰＡ、日印ＥＰＡ、日サウジアラビア投資協定〕 

交渉中の協定については、特に、多国間分業とそのネットワーク化が進む東

アジア地域をはじめ、わが国と緊密な投資関係を有する国々との交渉を早期に

妥結させる必要がある。上記は、特に交渉の促進が必要な国の例である。 

交渉にあたっては、質の高い協定を目指す必要がある。特に、投資家対国家

の仲裁条項、公正衡平待遇義務、投資の自由化ないし外資参入規制への規律（投

資前の内国民・最恵国待遇、パフォーマンス要求の禁止等）、投資活動の円滑

化（法令の公表、パブリックコメント等による透明性の確保）、アンブレラ条

項 14などを盛り込むべきである 15。 

なお、わが国政府においては、米国、ＥＵとのＥＰＡを将来の課題と位置付

けている 16。米国、ＥＵについては、経団連がかねて提言する通り 17、ＥＰＡ

に向けて早期に産官学の共同研究に着手し、投資に対して質の高い法的な基盤

を整備する必要がある。 

                         
14 締約国が他方の締約国の投資家になした約束の遵守義務を規定。 
15 日韓、日越投資協定等が参考となる。 
16「経済財政改革の基本方針 2007」（2007 年 6 月 19 日閣議決定）において、ＥＰＡ交渉

の取組強化として、「米国・ＥＵを含め、大市場国、投資先国等については、諸外国の動

向、これまでの我が国との経済関係及び各々の経済規模等を念頭におきつつ、将来の課題

として検討していく」とされた。 
17「日米経済連携協定に向けての共同研究開始を求める」（2006 年 11 月 19 日）、「日Ｅ

Ｕ経済連携協定に関する共同研究の開始を求める」（2007 年 6 月 12 日） 
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② 協定交渉の開始 

わが国からの投資に対し未だ法的な基盤（投資章を含むＥＰＡまたは投資協

定）が提供されていない、以下、Ａ）、Ｂ）に掲げる国々との間で協定交渉を

行うにあたっては、上記①と同様、質の高い内容の早期実現を目指す必要があ

る。特に、投資家対国家の仲裁条項、公正衡平待遇義務、投資の自由化ないし

外資参入規制への規律（投資前の内国民・最恵国待遇、パフォーマンス要求の

禁止等）、投資活動の円滑化（法令の公表、パブリックコメント等による透明

性の確保）、アンブレラ条項などを含む協定を目指すべきである。 

その際、わが国にとって戦略的に重要な国、即ち貿易・投資関係が深い国、

第三国とのＦＴＡ等によりわが国の競争条件が当該第三国に劣後する国につい

ては、貿易・投資関係の総合的な改善に資するＥＰＡの締結の可能性を探るこ

とが不可欠である。ただし、早急に投資保護・自由化の法的な担保を要する場

合には、二国間投資協定をＥＰＡの前段階 18と位置付け、先行して交渉するこ

とも選択肢となる。また、仮に、短期間で質の高い内容に合意することが困難

な場合、将来、質の高い内容に改訂するための根拠となる規定を盛り込むこと

が重要である。 

 

Ａ）投資が比較的多く、投資の保護・自由化の必要性が高い国 

〔ブラジル、南アフリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、ベネズエラ、コ

ロンビア、ポーランド、チェコ、ハンガリー、スロバキア、ルーマニア〕 

上記は、わが国からの投資が比較的多いにもかかわらず、わが国との間で投

資に関する法的な基盤が整備されていない、または通商航海条約等しか存在し

ない国の例である。 

ＥＵ加盟国については、経団連が提言する日ＥＵＥＰＡ19を通じ、ＥＵが権

                         
18 例えば、米国は、サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦等と、貿易投資枠組

協定（Trade and Investment Framework Agreement）を締結している。物品・サービス貿

易の拡大に努めるなどの努力規定および問題が発生した場合の協議等を含み、ＦＴＡ交渉

に向けたはしご（ladder）と位置付けられる。 
19 日ＥＵ間の経済連携のあり方に関し、日・ＥＵビジネス・ダイアログ・ラウンドテーブ
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限を有する予定の自由化を確保するとともに、各国が権限を有する投資保護に

ついては、各国との投資保護を主な目的とする協定により確保すべきである 20。 

 

Ｂ）国益の観点から投資の保護・自由化を進めるべき国 

〔アルジェリア、ナイジェリア、イラン、クウェート、オマーン、バーレーン、

カタール、ペルー、パナマ、ボリビア、ウクライナ、カザフスタン、イスラエ

ル、アンゴラ〕 

上記は、資源・エネルギーの安定供給の確保や、相手国との全般的な関係強

化など国益を総合的に判断した場合、投資に関する法的基盤を整備することに

よって投資を促進することが有益と考えられる国々である。 

 

③ 既存の協定の見直し 

〔中国、ロシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ブルネイ、トルコ、香港、

パキスタン、スリランカ、エジプト、モンゴル〕 

上記は、投資に関する法的な基盤について、質の高い内容とすべく、既存の

協定の見直しが必要と考えられる国の例である。特に、外資参入の自由化、投

資活動の円滑化、投資家対国家の仲裁条項の確保などを実現すべきである。 

なお、ＥＰＡ締結の要否（マレーシア、フィリピン、タイ、ブルネイについ

てはＥＰＡを締結済み）や見直し時期などについては、相手国との貿易・投資

関係や相手国のビジネス環境の変化、既存の協定の締結時期等を勘案しつつ、

個々に判断、決定する必要がある。 

 

                                                                        
ル（日欧産業界によるビジネス対話の枠組み）による 2007 年度の提言（2007 年 6 月 4 日）

においては、「日・ＥＵ間の経済統合協定（ＥＩＡ：Economic Integration Agreement）

とも言うべきもののフィージビリティーを調査するためのタスクフォースを産業界の支

援の下に設置することを提言する。これは規制改革の協力強化、知的財産権、貿易拡大、

および投資環境改善のようなビジネスにとっての優先課題を含む質の高い経済協定であ

るべきである」と指摘されており、従来のＥＰＡ/ＦＴＡを超えた、幅広い分野での日Ｅ

Ｕ間の経済連携の必要性が提言されている。 
20 2007 年 12 月に署名されたリスボン条約（未発効）において、ＥＵが投資自由化につい

て権限を有するとされている。 
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(2) 租税条約・社会保障協定の締結等の推進 

投資に関する法的基盤の整備の一環として、租税条約および社会保障協定の

締結等を推進し、国際的二重課税の排除、海外駐在員の公的社会保険料の二重

払いの解消などを図っていくことが不可欠である。 

租税条約については、わが国は現在 56 カ国と締結済みであり、4 カ国（カザ

フスタン、ブルネイ、アラブ首長国連邦、クウェート）と新規に締結交渉中、

オランダと改定交渉中である。Ⅱ1(1)に例示した国を含め、わが国からの投資

が多い国および今後投資の増加が見込まれる国との間で、新規の締結交渉およ

び改定作業をさらに加速すべきである。 

企業の自由な事業展開を促進するためには、とりわけ、移転価格税制の適用

による二重課税発生のリスクの回避が重要である。有形資産および無形資産の

利益配分など、企業の取引実態に即した事前確認を円滑に行うことを可能とす

るため、租税条約の締結・改定にあたっては、ＡＰＡ（Advance Pricing Agreement, 

事前確認制度）に関する条項を含む質の高い内容を目指すべきである。特に、

ブラジル、インドネシアとの租税条約について、ＡＰＡを盛り込むべく見直し

が必要である。 

また、租税条約において、投資所得（配当、利子、使用料（著作権・特許料））

に対する源泉地国課税の減免を実現することにより、投資や技術交流促進の環

境整備を図るべきである 21。 

社会保障協定については、わが国は現在 10 カ国と締結済みであり、7 カ国と

交渉中または予備協議中 22である。他方、米国は 20 カ国以上、フランス、カナ

ダは 40 カ国を超える国と締結していることに鑑み、わが国としても、二重払い

が比較的多く発生している国（イタリア、ブラジル、スペイン、ハンガリー、

                         
21 日米、日仏、日豪租税条約等の改訂交渉の結果、投資所得（配当、利子及び使用料（著

作権、特許権等））の支払に対する源泉地国課税の軽減が実現された。 
22 発効済(ドイツ、イギリス 韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ）、署名済（オ

ーストラリア、オランダ、チェコ）、交渉中（スペイン、イタリア）、予備協議中（アイ

ルランド、ハンガリー、スウェーデン、スイス、ルクセンンブルク） 
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スウェーデン、フィリピン、メキシコ、ポーランド、ギリシャ等）23、および、

Ⅱ1(1)に例示した国のなかで二重払いが発生している、あるいはその恐れが高

い国との協定締結交渉を開始あるいは加速すべきである。 

 

２．ビジネス環境整備のための官民協議・対話の推進 

各種協定が既に締結されている場合も含め、わが国企業の海外投資を一層円

滑化するため、相手国との間で、ビジネス環境整備を目的に官民合同の協議・

対話を推進する必要がある。 

わが国企業が国際競争の中で生き残っていくためには、日々変化するビジネ

ス環境や企業のニーズに対応して制度やルールが適時適切に見直されることが

重要である。このような観点から、ＥＰＡや投資協定、租税条約、社会保障協

定によりカバーされない課題も含め、ビジネス環境全般にわたって、民間から

継続的に改善要望等を提起できる枠組が必要である。同枠組は、ＥＰＡや投資

協定の一環として整備することが有益であるが、それらの交渉に先立って立ち

上げることも選択肢となる。 

既にそのような枠組が存在する場合には、具体的な課題の解決にとって有効

なものとなるよう、適宜見直しを行うべきである。 

取り組むべき相手国は、東アジア諸国、Ⅱ1 に例示した国々など、実際に事

業を展開するにあたって直面している課題 24の多い国である。 

                         
23 提言「社会保障協定の一層の締結促進を求める」（2006 年 10 月 17 日）の諸外国にお

ける社会保険料の二重払い規模試算を参照。 
24具体的課題については、提言「対外経済戦略の構築と推進を求める」（2007 年 10 月 16

日）補論を参照。 
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おわりに 

政府においては、以上の実現に向けて、速やかに体制を整え、取組みを強化

すべきである。一方、企業においても、各種協定によって整備された規定、ビ

ジネス環境整備のための枠組等を活用するなどして、投資先政府に対し意見を

より積極的に発信し、ビジネス環境の改善に自ら努めることが期待される。 

 

 

以 上  
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